
令和６年度 栄区災害対策連絡協議会 

令和６年６月 20日（木） 

 15時 00分から 16 時 00分まで 

栄区役所 新館４階 ８・９号会議室 

次  第 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

 栄区災害対策連絡協議会会長（栄区長） 

３ 連絡事項 

(１)栄区の防災活動について 【資料１・２】 

(２)東京電力パワーグリッド㈱の取組について

(３)栄区社会福祉協議会・防災ボランティアネットワークの取

組について

(４)㈱ジェイコム湘南・神奈川南横浜局の取組について

(５)令和６年能登半島地震への区役所職員の派遣支援について

４ その他 

５ 閉会 



栄区災害対策連絡協議会設置要綱 

 
（目的及び設置） 
第１条 大規模地震、風水害、土砂災害等の各種災害（以下「災害等」という。）から

栄区民の生命、財産を守り、被害を最小限度にとどめるために、区内の災害対策に関

する情報を関係機関が共有することを目的として、栄区災害対策連絡協議会（以下「協

議会」という。）を設置する。 
 
（所掌事項） 
第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議し、その円滑な推進を図るもの

とする。 
 (1) 災害等発生時の応急対策に関すること 
 (2) 災害等の予防及び啓発に関すること 
 (3) その他目的達成に必要な事項 
 
（組織） 
第３条 協議会は、会長が防災関係諸機関及び関係諸団体の代表者等を指名し、委員と

して組織する。 
 
（役員等） 
第４条 会長は栄区長（栄区災害対策本部長）、副会長は栄区連合町内会会長、栄区副

区長（栄区災害対策副本部長）をもって充てる。 
２ 顧問は、栄区選出の県市会議員をもって充てる。 
 
（会長の職務） 
第５条 会長は、協議会を代表し、会務を掌理するとともに会議の議長となる。 
２ 会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは、副会長（栄区副区長）がその

職務を代理する。 
 
（会議） 
第６条 会議の開催は不定期とし、会長が必要と認めたときに随時召集し、開催する。

ただし、書面開催も可能とする。 
 
（分科会） 
第７条 栄区の地域特性を考慮し、協議会内に水害対策に特化した分科会として水害対

策分科会を設置する。 



２ 水害対策分科会には座長として栄区副区長を置く。 
３ 協議会は、座長が防災関係諸機関及び関係諸団体の代表者等を指名し、委員として

組織する。 
 
（事務局） 
第７条 協議会の事務局は、栄区総務課に置く。 
 
（委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 
 
  附則 
 この要綱は令和５年６月 20日から施行する。 

 廃止 

平成 17 年６月９日に施行した栄区水害対策連絡協議会設置要綱は廃止する。 









栄区の防災活動について
令和６年６月20日

栄区総務課

【資料２】



＜防災の大きな枠組み＞
１ 地域防災拠点
２ 意識啓発と日頃からの備え
３ 栄区役所の災害対策
４ 防災情報



地域防災拠点

＜拠点運営に関すること＞
１ 地域防災拠点運営委員会連絡協議会の開催（５月）
２ 地域防災拠点運営委員会意見交換会の開催（７月）
３ 地域防災拠点ファーストミッションボックスの配備（11月）
４ 地域防災拠点ペット同行避難時用スターターキットの配布（12月）
５ 地域防災活動奨励助成金の交付（７月）
６ 栄防災ボランティアネットワークとのクロストーク（12月）
７ 各地域防災拠点訓練における拠点開設訓練（通年）



令和５年度栄区地域防災拠点運営委員会連絡協議会
＜開催日：令和５年５月28日（火）＞



令和５年度栄区地域防災拠点運営委員会意見交換会
＜開催日：令和５年７月12日（水）＞



各地域防災拠点における開設・運営訓練

はまっこトイレ設置訓練

夜間開設訓練

拠点運営課題検討

炊き出し訓練



横浜栄・防災ボランティアネットワークとのクロストーク
＜開催日：令和５年度12月９日（土）＞



地域防災拠点

＜備蓄品等に関すること＞
１ 備蓄品（食料やアルミブランケット等）の更新と有効活用の周知
２ トイレパック更新
３ 感染防止資器材及び段ボールベッド等の必要性調査と回収
４ 物品の購入・配備
５ 資機材点検・修繕
６ 標準面積（26.73㎡）に満たない防災備蓄庫を設置している地域
防災拠点への簡易倉庫（約５㎡）増設



備蓄されている様々な物品



地域防災拠点
＜拠点関係の研修等に関すること＞
１ よこはま防災研修

２ 地域防災拠点新任委員長研修

３ 地域防災拠点運営研修の実施

４ 男女共同参画の視点を取り入れた防災研修

５ 横浜防災ライセンス（資機材取扱指導員）の募集

６ 地域防災拠点訓練における出前講座（申込みにより随時開催）



様々な研修等



意識啓発と日頃からの備え

１ 自治会町内会や保育園、小学校等の団体への
出前講座の実施

２ 啓発イベントの実施

３ つながるカード、防災ノートの作成・配布

４ 栄区防災マップ等各種マップ類の作成・配布



自治会町内会や保育園、小学校等の
団体への出前講座

小学校で実施した出前講座の状況

区役所で作成し、区内の全保育園に配布し
た防災カード（とことこ防災）を用いて楽
しみながら防災について学ぶ保育園の状況

東京電力パワーグリッド株式会社さんと区役所が自治会で
実施した出前講座の状況



様々な啓発イベント



つながるカードと防災ノート



栄区防災マップ等各種マップ類



意識啓発と日頃からの備え

１ 感震ブレーカー購入補助制度

２ 家具転倒防止器具の取付け代行

３ 横浜市木造住宅耐震改修補助制度

４ 横浜市マンション耐震診断支援事業

５ 横浜市防災ベッド等設置推進補助事業
etc・・・



様々な補助制度や事業



栄区役所の災害対策

１ 令和５年度栄区役所の災害対応
２ 協定に基づく訓練
３ 災害対策連絡協議会の開催（６月）
４ 区本部運営訓練の実施（９月、１月）
５ ドローン操縦士養成（４月～12月）
６ 浸水深表示看板の設置完了
７ いたち川沿い浸水想定区域標示看板の設置（7月）



令和５年度栄区役所の災害対応
年月日 気象警報 体制

１ 令和５年５月８日 大雨警報（浸水害） 災害対策警戒本部
２ 令和５年５月11日 地震（市内最大震度４） 警戒体制

３ 令和５年６月２日 大雨警報（土砂災害） 災害対策警戒本部から
災害対策本部へ移行

４ 令和５年８月１日 大雨警報（浸水害） 災害対策警戒本部
５ 令和５年８月14日 大雨警報（浸水害） 災害対策警戒本部
６ 令和５年８月15日 大雨警報（浸水害） 災害対策警戒本部

７ 令和５年９月８日 大雨警報（浸水害・土砂災害） 災害対策警戒本部

８ 令和５年９月15日 大雨警報（浸水害）、洪水警報 災害対策警戒本部

９ 令和６年１月28日 地震（市内最大震度４） 警戒体制
10 令和６年２月５日 大雪注意報 警戒体制



協定に基づく訓練
（エフエム戸塚・緊急割込み放送訓練）



災害対策連絡協議会の開催
＜開催日：令和５年６月20日（火）＞



区本部運営訓練の実施
＜開催日：令和５年９月８日（金）及び令和６年１月26日（金）＞

地図上への災害情報のプロットと状況分析

収集した情報の整理と共有

今年度は協定締結団体の方々との連携を訓練に導入させていただく事を検討しています



ドローン操縦士養成
防災訓練で救助隊による救出救助現場
をドローンで撮影している状況

ドローンを導入するために、消防局の支援
を要請しノウハウを学びました



浸水深表示看板（まるごとまちごとハザードマップ）の設置

区内の洪水浸水想定区域の電柱等に看板を設置しました。（91カ所）



防災情報
以下のような情報ツールを活用し、災害情報を発信しています。



令和6年度の取り組みについて

いたち川沿い浸水想定区域標示看板の設置地域防災拠点ＦМＢ（拠点開設キット）











災害ボランティアセンター
について



１．災害ボランティアセンター

災害ボランティアの活動を円滑に進める
ために被災地に設置される拠点

栄区防災計画 第2部 第4章 第6節「ボランティアとの協力体制の確立」より
２災害ボランティアセンターの設置

区本部は、ボランティアセンターの設置について、必要と判断する場合は
栄区社会福祉協議会に対して栄区災害ボランティアセンター設置の要請を行います



２．栄区で今、大災害が起きたら…

栄区災害対
策本部設置

• 栄区役所内

栄区災害ボ
ランティア
センター

• 栄区福祉保健活
動拠点（または
図書館に設置）設置要請！



３．社協が災害VCを運営する意味

⽇常的に地域と接
している

地域福祉を推進す
る団体としての機

能・事業

全国的なネットワー
クを有する組織

被災者の生活支援
を継続できる

⾏政や幅広い機関、
団体と関係を構築し

ている



４．災害ＶＣフェーズ移行について（想定）

開設期 活動期

通常ＶＣ移
行期

生活再建支
援期

12

災害発生から復興へ向か
う中で、災害VC（社協）
の役割も変化していく



４．災害ＶＣフェーズ移行について（想定）

①開設期
活動開始に向けた準備、体制づくりを市社協、区内のボランティア、
県内社協等の人員で進める。

被災状況をもとに、ニーズ受付や活動者募集を行う。

②活動期
運営体制整備のため、外部応援（社協ブロック派遣、ＮＰＯ）の協力
を得て運営。

またニーズの掘り起こしのため、被災地域へのニーズ調査や住民相談
会、サロン実施の働きかけを行うことも考えられる。

12



４．災害ＶＣフェーズ移行について（想定）

③通常ＶＣ移行期
被災者への支援が十分行き届いているか、漏れがないか等の状況を確認
し、継続した生活支援への移行の要否判断、体制移行に向けた準備作業
を行う。

④生活再建支援期
生活課題や福祉ニーズを抱えた方への支援を継続

被災住民や周辺住民同士が交流する機会・場づくり（出張型サロン等）

多様な関係機関・団体との連携・情報共有

新たなボランティア（地域の支え合い活動）の創出
13



５．地域の様々な担い手の参加と協力①

災害ボランティアセンターの運営には、たくさんの
担い手が必要

被災した地域のことを知っている人が不可欠

担い手がそれぞれが持っている強みや得意なことを
役立てる



令和６年6月20日
栄区総務課
防災担当

◎能登半島地震の支援
（石川県志賀町での活動）



2

能登半島地震 横浜市の支援

・派遣者数（令和６年５月30日時点）
1,604人

・派遣場所
石川県輪島市、珠洲市、七尾市、能登町、志賀町ほか

・支援業務
緊急消防援助隊による行方不明者の救助活動や負傷者の搬送、水道施設の応急

復旧、被災自治体の災害対策本部支援、住家の被害認定調査、罹災証明書の交付、
避難所の住民の健康支援、応急仮設住宅の建設など

・募金（令和６年１月４日～３月31日）
55,283,959円



3

1 志賀町概要
能登半島の背中側付け根部分（金沢市から車で1時間20分）

横浜市の2/3弱
（横浜市437.78㎡）

家屋 約18,000棟



4

２ 被害の概要



5

３ 志賀町役場の様子

窓にヒビ

ところどころブロックがくずれている

物資

ブルーシートを配布

役場は、被害を
受けつつ、町民
のために拠点
として 機能し
続けている。

水も電気も復
旧している。

職員の方は、発
災から休みの
ない人もおり、
かなり疲弊し
ている。

看板



6

４ 志賀町地域の状況
倒壊家屋

橋

マンホール

バス停



５ 支援内容

①志賀町災害対策本部の支援

横浜市の支援についての全体調整（志賀町・他自治体との調整、横浜市危機管理室と

の調整）

②家屋の被害認定現地調査

被災者からの申請に基づき順にアポイントを取り、原則被災者立会いの下で調査を実施

③罹災証明発行支援

罹災証明の申請受理から発行、ワンストップ窓口（公費解体、被災者生活再建支援金、

緊急修理制度（ブルーシートの費用）、応急修理制度、仮設住宅の供与

④避難所機能強化

避難所の集約、集約先の受入れ準備

7



① 志賀町対策本部支援

8

避難所の集約にかかる提案志賀町災害対策本部会議 横浜市詰所での会議

志賀町は職員数約200名に対し、防災担当１人しかおらず、危機管理として円滑に機能して
いなかった。愛知県を中心に石川県、鳥取県、神奈川県、岡山市、豊田市、佐賀県が様々
な支援をしながら災害対応している状況。



② 家屋の被害認定現地調査

9

横浜市以外にも様々な都市で３人一組で家屋の被害調査を行う。１棟あたり30～40分程
度で１申請につき１～1.5時間かかる見込み。これは１申請につき、２～４棟ほどの調
査が必要なため。（住家＋納屋＋車庫＋蔵など）また、所有者とアポを取り、待合わせ
をして話を聞きながら調査するため、かなりの時間を要していた。



③ 罹災証明発行支援

10

罹災証明申請の受付についての支援だったが、発行に
かかる審査業務や罹災証明以外の、被災者生活支援金や
仮設住宅申請などの申込のワンストップ窓口の運営の
支援も行うようになった。



11

④避難所機能強化（避難所集約）



12

災害派遣福祉チーム（DWAT）や日本災害リハビリテー
ション支援協会（JRAT）の巡回が始まり、集約先の避
難所の設営を避難者になるべく沿った環境に整えるた
めに、関係部署と協議しながら避難者の移設を進めた。



６ 能登半島地震派遣支援を通して見えた課題

• 被害認定調査について、マンパワー不足によりかなりの時間を要していた。⇒罹
災証明の発行が遅れる、生活再建支援が遅れる

• 避難所によって、自治体任せの場所と、地域の方のサポートが見られる場所に分
かれていた。

• 避難の長期化への対応・集約方法の具体化

• 要援護者のための避難場所スペース確保のための調整

• 被災自治体のマンパワー不足、一部職員への負担が多くなっていた

横浜市では、市民の安心・安全を確保する観点から、被災地派遣職員の声を参考
にするなど能登半島地震の状況を踏まえて、現行の地震防災戦略を再点検し、新
たな対策も含め、重要な対策等についてとりまとめる「新たな地震防災戦略」を
策定してまいります。
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